
【共通】 直近の決算日： 令和 7 年 3 月 31 日

〒

部 課

歳

歳 月

県派遣又は兼務職員

上記役員以外の顧問等

309

1人当たり人件費(R6、年代別)

区分

53

出資団体の概要（出資団体経営評価・診断表　様式①）

県の役職 団体での役職

県からの常勤又は非常勤役員

1人当たり人件費(年度推移)

正規職員

60代以上

1

374

50代

*

R6

40代

367

常勤

14 14

R6

0

14

14 5

0

14

民間
非正規職員

うち県OB うち県OB

兼務
県職員

他自治体 その他

0

区分

派遣
県職員

　正規職員平均給料月額(千円)

14

112

設立年月日 昭和48年11月10日

ホームページURL

所在地等

県所管課

出資額(千円) 比率(％)

R5

県OB 他自治体ﾌﾟﾛﾊﾟｰ

農産園芸

総　額

主な出資者

50,000

農林

30.00

0.06

0.00

農業協同組合等

１．団体の概要

団体名
長崎県園芸振興基金協
会

（公社）
【設立目的】果実、野菜の園芸農産物の計画的・安定的な生産・出
荷の推進、農業者の経営支援、需要拡大等の事業を実施すること
によって、地域経済の発展及び一般消費者への安定供給に資する
ことを目的として設立。
【経緯】加工原料用果実価格安定対策事業実施要領の制定と推進
通達(昭和47年8月14日)  長崎県基金協会設立総会(昭和47年9月4
日)  長崎県より設立許可(昭和47年10月30日)  法務局への登記(昭
和47年11月10日)　果実生産出荷安定基金等設置事業実施要領(昭
和50年7月30日) により設立。平成18年４月１日社団法人長崎県野
菜価格安定基金協会と再編統合し、社団法人長崎県園芸農業経営
安定基金協会に名称に変更。平成25年4月1日に公益社団法人　長
崎県園芸振興基金協会へ移行。
【根拠法】野菜関係「野菜生産出荷安定法」、果実関係「果樹農業振
興特別措置法」「果樹農業振興特別措置法施行規則」。

定款等に定める事業

(1)園芸農産物の安定的な生産及び出荷の促進に関する事業
(2)園芸農産物の価格差補給事業等に関する資金の造成及
び管理に関する事業
(3)園芸農産物の価格が大きく低落した場合に、農業経営へ
の影響を緩和し、生産者の経営安定を図るための価格差補
給事業、助成金交付事業及び補てん金交付事業
(4)園芸農産物及びその製品の需要の拡大を図るための事業
(5)前各号に掲げる事業のほか園芸農産物の生産出荷の安
定に関する事業
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

166,683

32.72

6.06

100.00

設立目的、経緯及び根拠法

℡

Fax

E-Mail

長崎県長崎市出島町１番２０号

８５０－０８６２

長崎県

公益財団法人
中央果実協会

一般社団法人長崎県
園芸種苗供給センター

その他

０９５－８２３－６６８３

nagasaki-yasaikikin@lily.ocn.ne.jp

０９５－８２０－２１９５

本県市町

51,942

54,544

10,097

100

　正規職員平均給料月額(千円)

　各年代別正規職員数(名)

職員
（名）

3 4 4

資本金・
基本金等の額

(千円)

31.16

役員
（名）

R4

合　計

非常勤

　常勤役員報酬年額(千円)

30代

R5

20代以下

1

4

平均年齢

*

２．組織・人員の状況（３月３１日現在）

民間 その他派遣県職員

R4

R6

9 0

兼務県職員

50 0

9

賞与月数

R5

R4
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出資団体の概要（出資団体経営評価・診断表　様式①）

【共通】

 組 織 図

社員総会 32 名

理事会 12 名 事務局

会長理事 1 名 事務局長 1 名

副会長理事 1 名 職員 2 名

理事 10 名

理事 名

監事 2 名

〈当年度受入額〉 〈当年度末残高〉

貸付金

損失補償・債務保証額

１　政策目標

○

４．県の政策との関連性

２　県との役割分担

県の役割

野菜について、指定野菜価格安定対策事業および特定野菜等
供給産地育成価格差補給事業において野菜の価格が低落し
た場合に価格差補給金を生産者に対して交付する。
果実について、国で定めた実施要綱等に基づき事業を実施す
る。

説明

野菜生産出荷安定法等の規定により一般社団（財団）法人で
事務を行うよう規定されている。
必要な資金を地元自治体及び関係団体の出資により造成する
よう求められている。

３．県財政負担の状況（千円）

補助金

２．組織・人員の状況（３月３１日現在）（続き）

野菜指定産地の出荷量の実態調査および研修会等を実施す
る。指定野菜価格安定対策事業について、交付準備金造成費
の補助を行う。特定野菜等供給産地育成価格差補給事業に
ついて、長崎県園芸振興基金協会が行う価格安定事業に対し
て助成する。
果実については、総て国の補助金のため、県費の補助金はゼ
ロ。

団体に委ねる理由

県が直接実施するよりも効果的・効率的に事業実施可能

県が直接実施することが困難

その他

損失補償・債務保証残高

117,334

出資金

委託料

負担金

貸付金残高

■(長崎県総合計画チェンジ&チャレンジ2025)農林業の収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化

　(環境変化に対応し、一次産業を活性化する)　生産性の高い農林業産地の育成

団体の役割
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出資団体の概要（出資団体経営評価・診断表　様式①）

1

2

3

4

【共通】

５．中期経営計画等の進捗状況・事業目標の達成状況 ◎　達成　　○　一部達成　　×　未達成　　－　未実施

№

果樹先導的取組
支援事業

③

（目標値設定の根拠・考え方）

（翌年度に向けての改善事項等）

(R　)
達成状況

最終年度

R6
実績

最終年度

R6
実績

計画上の目標値

〃 51,247
4JAに対し補助金
を支払った。

〃

3JAに対し補助金
を支払った。

達成状況

項目名

計画上の目標値

①

②

（計画）

（実績）

（計画）

事
業
目
標

③
（実績）

項目名

（計画）

（実績）

備考R5

３　事業実施状況

60,542

4JA、（一社）長崎
県園芸種苗供給
センター等に対し
補助金を支払っ
た。

14,510

〃

野菜価格が低落した場
合に、生産者に対し、
価格差補給交付金を
交付する事業

野菜価格の低落時に補給金等が交付され
ることで野菜農家の経営に及ぼす影響を緩
和できており、産地の維持、野菜の安定供
給に貢献している。今後も継続が必要であ
る。

果実の安定的な生産・出荷の促進、果樹農
家の経営を支援し、果樹農業の持続的発
展と果実の安定供給に資する事業であるこ
とから、今後も継続が必要である。

〃

中
期
計
画

No.

No. 達成状況

果樹未収益期間
支援事業

項目名

④

（翌年度に向けての改善事項等）

項目名

R6

生産者に対し、価
格差補給金を交
付した。

17,775

事業の評価、今後の方向性事業費(千円)主な実績

（目標値設定の根拠・考え方）

事業概要

「果樹経営の生産基盤
の改善強化を図る事
業」及び「果樹産地の
生産構造改革を推進」
並びに「果樹産地振興
を図るための事業」を
実施した対象者に対し
て補助金を交付する事
業

事業名

野菜価格安定対
策事業（4事業）

果樹経営支援対
策事業

①

(R　)

（翌年度に向けての改善事項等）

（目標値設定の根拠・考え方）

R4

No. 項目名

（目標値設定の根拠・考え方）

No.

②

（翌年度に向けての改善事項等）

達成状況

R6 計画上の目標値 最終年度

実績 (R　)

R6 計画上の目標値 最終年度

実績 (R　)
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出資団体の概要（出資団体経営評価・診断表　様式①）

〇

①

②

③

④

【公益法人会計基準適用法人用】 直近の決算日： 令和 8 年 3 月 31 日

評価結果

（県が期待する効果の実現）

評価理由

R5

十分実現している

-

野菜・果実の価格低落時に補給金を生産者に対して交付することで、
生産および出荷の安定化、産地の維持に貢献できているため。

点数

対前年度比

合計 2

対前年度比 対前年度比

0

金額

0

金額

108.4529,547

実現できていない

概ね実現しているが未実現の部分がある

（計画達成状況の判定）

95.56

2

[１点]目標を１項目達成　　　　　　[２点]２項目以上達成

[１点]事業目標を１項目達成 　　 [２点]２項目以上達成

709,524

766,991

774,195
7,204

32,043

R4 R6

（単位：千円、％）

金額

153.3949,151
0 -

97.9492.26

95.44677,173
6,524

703,000
-

91.66
90.56

-

-
483.18517

100.78 183,987

82.56

183,840
0

-
74.86

92.01
-

1,201

41.63
101.86

100.00

81.04

-

542,337
-

43.49

301,261

62,232

74.01

69.70

28.43

203.85
113.69

147
741,567

6,206

0 -
100.57

89.47
14,907

199,800
-

90.64

53
139,665 121,642 87.10

- 0
84.13

61.36

-

402,411

491,456

164.90
236.70

31,526

-11,473
-9,387

349,138

-50,047

148.79

13,337
83.71

57.34

398,111

107

0

24,295
580,681

1,480

198,659

1,265

0

26

-39,801

197,017157,216

157,2164,969
特別会計

合　　　　　　計 301,261

4,969296,292301,261

197,017

当期収入
29,441

当期支出

-3,582
-4,847

経常収益

119.16

1,723
4,969

-13,671

157,216

155.44

2,086 238.21

49.35

-54,338

-39,801-328.56
49,004

9,789 -18.02

45.03

79.53

143,081

197,017
71.04
83.82399,185

【会計単位別】
一般会計

（会計方針の変更による影響額）

当期一般正味財産増減額(J)
-458.7811,844

74.02

296,292

107.08

当期指定正味財産増減額(K)

　　うち人件費(F)
　管理費(G)
　　うち人件費(H)

経常費用 当期収支差額

1,158

-39,801

当期収入
当期支出

当期経常損益

当期収支差額(L)
次期繰越収支差額(M)

15,232

0

478,340

476,224

475,594
10,422

125,849

【収支計算書等】
-

当期経常増減額(I)
経常外損益

262.06

2,215
10,808
1,606 72.51

92.70-8,702

団体債務保証額
【正味財産増減計算書】

100.20

流動負債
　　うち短期借入金
固定負債
　　うち長期借入金

評価基準

0.00

541,250

91.85

項　　　　　　　　　　目

【貸借対照表】

[２点]中期経営計画（計画期間３年以上）を策定している

32,272

536,131

　　うち金銭債権額
固定資産

　　うち退職給付引当金
負債合計

指定正味財産
198,766 200,317

526,343

803,742

0

６．財務の状況

91.65

726,324

671,787
5,386

0

117,334
　うち自己収入(D)

流動資産

中期経営計画の目標達成

事業目標の達成

　基本財産
　特定資産
　その他固定資産

資産合計(A)

県が期待する効果の実現 [１点]効果を概ね実現している　 [２点]十分実現している

-

98.10

294,686

97.07
0

53

296,292

判定項目

中期経営計画の策定

　事業費

経常収益(C)
　うち受託事業収入

149.66

一般正味財産
正味財産合計(B) 604,976

　うち補助金収入
　うち基本財産等運用益収入

　うち県財政支出額(E)
経常費用

143,874

0

400,325 83.91477,075

127.97

119,612208,591
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出資団体の概要（出資団体経営評価・診断表　様式①）

（財務状況の判定）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

【共通】

７．経営内容及び事業活動についての総合判定

（団体の自己評価）

５点以上：Ａ －５点以上～５点未満：Ｂ －５点未満：Ｃ

概ね良好 改善の余地あり 一層の努力が必要

（県の評価）

※評価の内容、県評価での加点・減点、総合判定の理由

（加点・減点を行う場合は、点数及び理由を具体的に記載ください。）

対前々年度比

R5
判定項目

R6
数値・比率

R4
対前年度比数値・比率 対前年度比

99.20102.30

82.65

318.19

-2.0311.51 385.73123.83

0.52

0.0

9,789 -18.02-458.78-54,338

96.9772.99

0.01.65196.02

-2.33

合計 -7.0

0.31

131.03

172.30

-1.0

-1.0

総合判定

※判定項目ごとに評価基準に基づき採点

-2.0

89.3168.16 38.9543.61

自己収入比率(D／C)

管理費比率(G／C)

正味財産比率(B／A) 75.27

-1.0

78.5258.10

0.0

野菜、果実の園芸農産物は、気象及び需給動向等による価格変動が大きく、生産者の経営安定と消費者への安定
的な農産物供給に大きな影響を及ぼすことから、当該法人が実施する価格差補給事業や助成金交付事業等により
生産者と消費者への影響を軽減することは、県としての重要な施策である。

「計画達成状況」「財務状況」の合計点数

※事業活動・経営の努力・今後の課題及び改善事項等

野菜事業については、事業研修会等を開催し、価格安定事業の推進を行ったが、事業の拡大には至らなかった。
今後も事業推進を継続的に行っていく。また、大規模生産者の契約野菜事業への加入が増加したが、更なる事業
拡大の推進を行っていく。果実事業については、昨今の資材高騰により、高品質果実生産に係る生産資材への補
助事業の実施を中央果実へ働きかけている。また、「果樹農業生産力増強総合対策」として経営支援事業、未収益
期間支援事業等の実施を行った。
単年度収支の赤字解消ため、更なる収入財源確保のため事務負担金の増額を検討していく。

総合判定 Ｂ

（今後の県の関与の方針）

合計点数

-5.0 

-5.0 

野菜・果実の価格低落時に補給金を生産者に対して交付するという事業の性質上、事業目
標等を立てていないが、補給金の交付により長崎県の野菜・果実の安定生産および出荷、産
地の維持に貢献している。
今後も財務状況改善のために収支の見直しを行う必要があることから、改善の余地があると
評価した。

Ｂ

29,441

74.67

31,526 107.08

26.31

96.85

135.14 20.66

0.53

155.4449,004

0.55

29.72

35.56

177.90

県財政支出率(E／C)

次期繰越収支差額(M)

各財務数値の増減理由及び各種引当金の設定状況等

166.45

当期一般正味財産増減額率(J／C)

当期指定正味財産増減額(K)

-0.75

当期経常増減額率(I／C) 0.26

・退職給与引当金は期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

11,844

-2.89

623.69

数値・比率
点数
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